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(13)食品医薬品等リスク分析研究  

・食品の安心・安全確保推進研究 
 

分野名   Ⅳ．健康安全確保総合 

事業名       食品の安心・安全確保推進研究事業 

主管部局（課室）    食品安全部企画情報課 

運営体制      食品安全部企画情報課の単独運営 

 

関連する「第 3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標） 

理念   健康と安全を守る 

大目標  安全が誇りとなる国 

中目標  暮らしの安全確保 

 

１．事業の概要 

(1) 第 3 期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係 

重要な研究開発課題 食料・食品の安全と消費者の信頼の確保に関する研究開発 

研究開発目標    

・2010年までに、と畜場等におけるBSE検査用高感度・迅速検査

法、食料・食品中に存在する食中毒菌等の迅速一斉検査法等を

実用化する。 

・2010年までに、食品等の安全性を科学的に確保するため、遺伝

子組み換え食品の意図せざる新規代謝物質等の発現等を検証

する手法を確立する。 

・2010年までに、食品の安全に関するリスクコミュニケーション

手法を確立する。 

・2015年頃までに、科学をベースにした透明性・信頼性の高い、

食料・食品の安全性に関するリスク評価手法を確立する。 

成果目標      

・2015年頃までに、食品供給行程（フードチェーン）全般につい

て、リスク分析に基づく食料・食品の安全確保を実現する。 

・2015年頃までに、食品による健康被害事例を低減させる。 

 

戦略重点科学技術の 

該当部分 

④新興・再興感染症克服科学技術 

⑤国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術 

「研究開発内容」のうち、

本事業との整合部分   

・我が国及びアジア地域にとってリスクの高い、新興・再興感染

症、動物由来感染症の予防・診断・治療の研究 

・食品供給行程（フードチェーン）全般におけるリスク分析に資

する研究開発 

推進方策 （３）安全の確保のためのライフサイエンスの推進 

 

(2) イノベーション 25（社会還元加速プロジェクト）との関係（該当部分） 

イノベーション２５   ２． 安心・安全な社会 

社会還元加速プロジェ

クトに該当するか否か。 

－ 

 

(3)革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし 

 

(4)科学技術外交との関係（該当部分）：該当なし 
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(5)事業の内容（新規・一部新規・継続） 

厚生労働省では、中国産冷凍ギョーザ、清涼飲料水への化学物質混入など、食品の安全を

脅かす様々な問題に対し、平成１８年のポジティブリスト制度の施行（食品衛生法）などに

より、安心・安全な社会の構築を実現するため種々の施策を講じているところであり、それ

らの科学的根拠を、本研究等の活用により構築する。 

 

(6)平成21年度における主たる変更点：特になし 

 

(7)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担 

平成 15 年の食品安全基本法の制定により、当省はリスク管理について担当しており、そ

の科学的根拠の研究をしている。なお、農林水産省と食品安全委員会と定期的に局長級、課

長級、補佐級で協議を行っている。 

 

(8)予算額（単位：百万円） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１（概算要求）

１，３５２ １，４４８ １，４９１ １，７５２ 未定

 

(9)19 年度に終了した研究課題で得られた成果 

・ BSE の検査技術においては、偽陽性が陽性の約 10 倍であった従来の検査方法に対して、

４～16 倍の感度を持つ検査法を開発できた。 

・ モダンバイオテクノロジーについて、遺伝子組換え食品の安全性情報の収集整理を行う

とともに、プロテオームなどの手法の導入に向けた研究を行った。 

・ 既存添加物は 418 品目あるが、含有成分の基礎情報が不足している酸化防止剤、苦味料、

増粘安定剤、ガムベースに重点を置き、規格設定に寄与した。 

・ アレルギー物質の検査法開発に関する研究では、今年度新たに表示義務化したエビ・カ

ニの ELISA 法、PCR 法の開発等を行った。 

・ 薬剤耐性食中毒菌では、ヒト由来、鶏肉由来、牛由来、ペット由来のものについて、耐

性菌の出現率等の状況を把握した。 

・ 国際協調のあり方に関する研究では、食品の国際規格である CODEX 委員会への対応の体

制構築の基礎となる成果が得られた。 

 

２．評価結果 

(1)研究事業の必要性 

食品の安心・安全確保については、第３期科学技術基本計画にも位置づけられているほか、

偽装表示や輸入食品など国民の関心の極めて高い分野であり、今後、国民の意識はさらに向

上すると考えられることから、引き続き食品の安心・安全確保の根拠となる研究を、様々な

角度から推進していく必要がある。本研究事業は、食品供給行程（フードチェーン）全般に

ついて、リスク分析に基づく食料・食品の安全確保を図るための科学的根拠を作成・収集す

るものであり、食品による健康被害事例を低減させるために必要な事業である。 

 

(2)研究事業の効率性 

BSE 対策、モダンバイオテクノロジー、アレルギーなどの国民に関心が高い研究に加え既

存添加物など国民生活に影響の大きい研究を同時に実施するなど、食の安心・安全を推進す

るために効率的に研究事業を行っており、効率性は高いと考えられる。 

 

(3)研究事業の有効性 

国民に関心が高い研究に加え、国民生活に影響の大きい研究を実施することにより、国

民の食に対する安心・安全に資するもので、有効性は高いと考えられる。 

 


